
No. 素案頁 区分 当該箇所 修正前 修正後 修正理由

1 4 第1部第1章

2
「計画の位置付け」の「その
他関連個別計画」の計画名

・座間市障害児福祉計画
・座間市男女共同参画プラン 祉計画・障害児福祉計画

個別関連計画との整合性を図
るため。

2 18～23 第1部第3章

3
「施策の体系」内の事業名

―

個別の事業名修正に応じて修
正した。

内容の修正のため。

3 29 第2部第1章

目標1⑷
「外国につながる幼児への支
援・配慮」の基本方針

国際化の進展を踏まえて、地
域における外国人等の在住状
況や出身地域等を踏まえつ
つ、本市で安心して出産や子
育てができるよう、保護者を
支援します。

国際化の進展に伴い、海外か
ら帰国した幼児や外国人幼
児、両親が国際結婚の幼児な
どのいわゆる外国につながる
幼児の増加が見込まれます。
本市では、外国人等の在住状
況や出身地等を踏まえつつ、
安心して出産や子育てができ
るよう支援を行います。

パブリックコメントの意見を
踏まえて修正したため。

4 29 第2部第1章

目標1⑸
「仕事と子育ての両立支援」
の基本方針

働きながら子育てをしている
人が、職場において働きやす
い環境となるよう、事業者に
対する両立支援制度の普及、
啓発を図ります。
また、国の働き方改革の動向
を踏まえつつ、仕事時間と生
活時間のバランスがとれる多
様な働き方を選択できるよ
う、女性の就労を支援するほ
か、労働者、事業主、地域住
民等の意識改革を働きかけま
す。

働きながら子育てをしている
人が、職場において働きやす
い環境となるよう、両立支援
制度の普及、啓発を図りま
す。
また、子育て家庭の就労支援
や、男性の子育て参加を促進
するなど、男女が共に協力し
て仕事と子育てを分担しなが
ら多様な生き方や働き方を選
択できるよう、意識改革を働
きかけます。

パブリックコメントの意見を
踏まえて修正したため。

5 29 第2部第1章

目標1⑸
「女性のためのパソコン講
座」の事業名

「女性のためのパソコン講
座」

「男女共同参画講座」 パブリックコメントの意見を
踏まえて修正したため。

パブリックコメント実施後の修正内容一覧 資料２ 
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No. 素案頁 区分 当該箇所 修正前 修正後 修正理由

6 30 第2部第1章

目標1⑸
事業の追加

―

「職業生活と家庭生活の両立
のための広報・啓発事業」

パブリックコメントの意見を
踏まえて修正したため。

7 33 第2部第1章

目標1⑴
「2歳児歯科健康診査」の事業
全体 ―

「2歳児歯科健康診査」を「乳
幼児健康診査」の事業内容に
まとめた。

内容の見直しを行ったため。

8 34 第2部第1章

目標2⑶
「心と体を育む食育の推進」
の基本方針

ざま食育推進プラン「第２次
座間市食育推進計画」（平成
28年３月）に基づき、

ざま食育推進プランに基づ
き、

個別関連計画との整合性を図
るため。

9 35 第2部第1章

目標2⑶
「中学校（食育）」の内容

● 生活に必要な基礎的･基本
的知識と技能の定着を図るた
め、次のような取組を実施し
ます。
・食事の果たす役割と健康知
識の習得
・栄養素の種類と働きを知
り、特徴を知り、一日の献立
を作成
・食品の選択､調理計画を立
て､調理を実施
・自分の食生活を振り返り、
季節毎の食を知るよう促進
・興味関心を深めるための献
立表への説明文の掲載
・旬の食材や食品の知識を深
めるため、献立に使われてい
る食材の説明の放送

●生活に必要な基礎的･基本的
知識と技能の定着を図るた
め、次のような取組を実施し
ます。
・食事の果たす役割と健康知
識の習得
・栄養素の種類と働きを知
り、特徴を知り、一日の献立
を作成
・食品の選択､調理計画を立
て､調理を実施
・自分の食生活を振り返り、
季節毎の食を知るよう促進

・旬の食材や食品の知識を深
めるため、献立に使われてい
る食材等の説明の放送

内容の見直しを行ったため。
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No. 素案頁 区分 当該箇所 修正前 修正後 修正理由

10 40 第2部第1章

目標3⑵
「教育支援教室事業」の内容 ウンセリング、集団での活

動、教育指導等を組織的・計
画的に行い、児童生徒の精神
的自立を援助します。

ウンセリング、集団での活
動、教育指導等を組織的・計
画的に行い、児童生徒の精神
的自立を援助します。

 全小学校に学校教育心理相
談員（スクールカウンセ
ラー）を設置し、保護者や児
童からの悩み等について、有
効・適切な助言や援助を行
い、問題の解決に寄与しま
す。

内容補足のため。

11 45 第2部第1章

目標4⑶
「防犯啓発活動」の内容

くらし安全安心指導嘱託員を
配置し、青色防犯パトロール
車による防犯パトロールの実
施や専門指導員による子ども
を対象とした防犯教育の実施
に努めます。

くらし安全安心指導嘱託員を
配置し、青色防犯パトロール
車による防犯パトロールの実
施に努めます。

内容の見直しを行ったため。

12 45 第2部第1章

目標4⑶
「防犯灯の設置・管理」の内
容

犯罪抑止の観点から防犯灯の
設置・維持管理を行い、夜間
の交通安全と防犯対策等に努
めます。

犯罪抑止の観点から防犯灯の
設置・維持管理を行い、夜間
の防犯対策等に努めます。

内容の見直しを行ったため。

13 46,52 第2部第1章

目標5⑵、目標6⑶
「母子家庭等自立支援給付金
事業の推進」の内容

母子家庭等自立支援教育訓練
給付金、母子家庭等高等職業
訓練促進費の給付により、雇
用の促進を図ります。

母子家庭等自立支援教育訓練
給付金、母子家庭等自立支援
高等職業訓練促進給付金によ
り、雇用の促進を図ります。

事業名称や説明文の統一化の
ため。

14 46,51 第2部第1章

目標5⑵、目標6⑵
「母子家庭等日常生活支援事
業の推進」の事業名

母子家庭等日常生活支援事業
の推進

ひとり親家庭等日常生活支援
事業の推進

事業名称や説明文の統一化の
ため。
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No. 素案頁 区分 当該箇所 修正前 修正後 修正理由

15 47,53 第2部第1章

目標5⑵、目標6⑷
「児童扶養手当」の内容

手当てを支給します。 手当を支給します。 事業名称や説明文の統一化の
ため。

16 47,53 第2部第1章

目標5⑵、目標6⑷
「母子･寡婦福祉資金の貸付」
の事業名

母子･寡婦福祉資金の貸付 神奈川県母子父子寡婦福祉資
金の貸付

事業名称や説明文の統一化の
ため。

17 47,51 第2部第1章

目標5⑵、目標6⑵
「ひとり親家庭等支援施策･制
度の情報提供の充実」の内容

ひとり親家庭等の福祉施策・
制度についての情報につい
て、

ひとり親家庭等の福祉施策・
制度に関する情報について、

文脈整理のため。

18 48 第2部第1章

目標5⑶
「障がい児施策の充実」の基
本方針内容

「座間市障害者計画」及び
「第五期障害福祉計画・第一
期障害児福祉計画」（平成30
年３月）に基づき、障がい児
支援の提供体制の整備を図る
とともに、各種相談事業の充
実に努めるほか、医療的ケア
児に対する関連分野の支援を
調整するコーディネーターの
配置を検討します。

「座間市障害者計画　第五期
障害福祉計画・第一期障害児
福祉計画」（平成３０年３
月）に基づき、障がい児支援
の提供体制の整備を図るとと
もに、各種相談事業の充実に
努めるほか、医療的ケア児の
支援のための総合的な支援体
制の構築を検討します。

個別関連計画との整合性を図
るため。

19 48 第2部第1章

目標5⑶
「児童発達支援事業」の内容 のある乳幼児に対し、グルー

プ指導を通じ日常生活におけ
る基本的動作の習得と集団生
活に適応できるよう支援を行
い、保護者に対しては安心し
て子育てできるよう相談・助
言を行います。

のある乳幼児に対し、グルー
プ指導を通じ日常生活におけ
る基本的動作の習得と集団生
活に適応できるよう支援を行
います。

今後、児童発達支援セン
ターとして機能できるか、検
討します。

内容補足のため。

20 48 第2部第1章

目標5⑶
事業の追加

―

「日中一時支援」 個別関連計画との整合性を図
るため。
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No. 素案頁 区分 当該箇所 修正前 修正後 修正理由

21 48 第2部第1章

目標5⑶
「医療的ケア児に対する関連
分野の支援を調整するコー
ディネーターの配置」の事業
名及び内容

「医療的ケア児に対する関連
分野の支援を調整するコー
ディネーターの配置」

分野の支援を調整するコー
ディネーターの配置を検討し
ます。

「医療的ケア児の支援のため
の総合的な支援体制の構築」

地域自立支援協議会の活用
を図り、協議の場を設置でき
るよう、併せて、医療的ケア
児に対する関連分野の支援を
調整するコーディネーターの
配置を検討します。

内容補足及び個別関連計画と
の整合性を図るため。

22 48 第2部第1章

目標5⑶
事業の追加

―

「障害児相談支援」 個別関連計画との整合性を図
るため。

23 49 第2部第1章

目標6⑴
「生活保護世帯の子どもの学
習塾等費用の収入認定除外」
事業全体

「生活保護世帯の子どもの学
習塾等費用の収入認定除外」

削除（当該事業は目標6⑷「生
活保護制度」に含まれるた
め）。

内容の見直しを行ったため。

24 50 第2部第1章

目標6⑴
「スクールカウンセラーの配
置」の事業名

「スクールカウンセラーの配
置」

「教育相談」 内容の見直しを行ったため。

25 51 第2部第1章

目標6⑵
「住居確保給付金」の内容

離職又は自営業の廃業（以下
「離職等」という）により経
済的に困窮し、

離職又は自営業の廃業により
経済的に困窮し、

文脈整理のため。

26 53 第2部第1章

目標6⑷
「児童手当」の内容

中学校修了前までの児童を扶
養している者に手当を支給し
ます。

中学校修了前までの児童を養
育している者に手当を支給し
ます。

内容の見直しを行ったため。

27 60 第2部第2章

2⑵
「地域子育て支援拠点事業」
の実績

H30実績
34068

H30実績
34069

内容の修正のため。

28 63 第2部第2章

2⑸
「養育支援訪問事業」の実績
及び令和2年度以降の確保量

H30実績の確保量99回
R2以降の確保量190回

H30実績の確保量105回
R2以降の確保量120回

内容の修正及び予算見直し対
応のため。
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